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近年，工事規制区間始端部に正面から進入する事故が急増している．事故の直接原因は運転者の漫然

運転であるが，誘発要因の一つとして運転者の先進運転支援システムへの依存が懸念されている．一方

で，システムが工事規制区間始端部において期待通りに作動していない可能性も考えられる．そこで，

複数メーカーの車両を用いて走行実験を行い，衝突被害軽減ブレーキと交通標識認識の作動条件を確認，

比較した．結果，現行の安全太郎に対して衝突被害軽減ブレーキが作動しないことが判明した．また，

作動位置にばらつきはあるが，最高速度標識は問題なく認識されること，工事規制区間始端部における

標識設置間隔が十分確保されていることが確かめられた．加えて，道路線形によっては標識を進行方向

右側路側帯に設置する必要があることも示唆された． 
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１．はじめに 

公表されている工事規制区間での事故件数推移 1)によ

ると，2017 年度から年間で約 50 件ずつ増加しているこ

とが分かる．特に，工事規制区間に正面から進入する事

故が増加傾向にあり，人命リスクが懸念されている．事

故の直接原因は運転者の漫然運転であるが，その誘発要

因の一つとして，先進運転支援システム（以下，ADAS）
依存が考えられる 2)．ADAS 依存の影響と考えられる運

転者の行動変化を指摘する研究は多数みられる 3)4)5)． 
一方，ADASの主機能である衝突被害軽減ブレーキ（以

下，AEB）に着目すると，AEB搭載車両の普及 6)に伴っ

て，交通事故発生件数は年々減少している 7)．それにも

関わらず，工事規制区間という限定的な区間で事故件数

が急増していることから，AEBが工事規制区間において

期待通りに作動していない可能性がある．各自動車メー

カーの取扱説明書 8)9)10)を確認すると，対象物によって正

常に作動しない場合があることなど多数の注意事項が記

載されており，工事規制材およびその配置が AEB 作動

条件を満たせていないことが推察できる．ACC，AEB以

外の基本機能としては，交通標識認識（以下，TSR）が

あるが，TSR も同様に，メーカーごとに仕様が異なり，

かつ，正常に作動しない場合の注意事項が多数挙げられ

ている． 
このように，運転者がADASに依存する一方で，その

ADASが期待通りに機能していない可能性がある現状は

事故のリスクが高いと推察される．メーカーは車両開発

という観点からAEB・TSRの詳細な機構まで公表してい

ないが，道路・交通を管理する観点から言えば，車両が

どのような条件で，どのような挙動をするのかを把握で

きなければ，上述したリスクを放置することになる．そ

こで本研究では，複数メーカーの普及タイプ車両を用い

て走行実験を実施し，これら ADAS の作動条件を確認，

比較した．そして，TSRを利用した情報提供の可能性を

検討した． 
 
２．本研究で対象とするADAS 
 
2.1 AEB 

AEBの機構はカメラ方式，ミリ波レーダー方式，赤外

線レーザー方式などがあるが，近年はカメラとミリ波レ

ーダーの複合方式により機能の強化を図る傾向にあり，

本研究ではその方式を採用している車種を実験対象とし

た．複合方式では，まずミリ波レーダーで障害物を検出

し，ブレーキ圧力を上げつつカメラの画像認識で障害物

を確認する．障害物だと識別した場合に自動ブレーキを

作動させる仕組みとなっている 11)．よって，カメラとミ

リ波レーダー両方の検知が必要であり，パターン記憶さ

れた人の特徴とある程度の大きさをもつ安全太郎を

AEB作動確認対象物とした． 

安全太郎とは，工事規制区間に設置される人型の工事

規制材のことで，図1のタイプが従来から使用されてき

た．近年では，運搬や設置の容易さから図2のガードマ
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ンロボットが図1のタイプに代わって普及したため，近

年では図 2 のタイプを「安全太郎」と呼ぶ風潮がある．

よって，以降は「安全太郎」を図2のガードマンロボッ

トを指す言葉として用いる．安全太郎（図 2）は本体が

高さ 1,800mm，幅 845mm であり 12)，やや大きめの体格

ではあるが，人と同じ規格で作られている．頭や腕の大

きさ等も実在する人とほぼ同じ寸法で作られており人の

特徴を有するといえる．また，AEBの性能評価試験 13)に

ダミー人形が用いられることから，カメラの画像処理に

より安全太郎を人として識別し，検知できる可能性があ

る． 

 

    

  図1 安全太郎   図2 ガードマンロボット 

 

2.2 TSR 
TSRは，車載カメラが撮影した画像から道路標識情報

を識別し，ディスプレイ上に表示，あるいは音で運転者

に警告する．最高速度，一時停止，進入禁止の標識は複

数メーカーの普及タイプ車両で共通して検知することが

できる．そのうち，一時停止と進入禁止標識を検知し，

誤って進入する危険性がある場合，強く警告を出す特徴

がある．また，一部メーカーではACCによる定速走行時

に設定速度より遅い最高速度標識を検知した場合，自動

で走行速度を落としたり，ACCを解除したりするなどの

車両制御への介入も行う． 

TSRによって検知可能な標識のうち，一時停止標識と

進入禁止標識が高速道路上に設置されることはないが，

最高速度標識は工事規制区間手前の路側帯に複数種類設

置されている．図3は中日本高速道路株式会社が基準と 
 

する工事規制材の設置例である．以上のことから，TSR
を利用した情報提供の検討に向けて，まずは最高速度標

識に対するTSR作動確認実験を実施することとした． 

 
３．AEB・TSR作動確認実験 
3.1 実験概要 

登録車数上位 3社（以下，A社，B社，C社）の普及

タイプ車両3台を用いて走行実験を実施した．具体的に

は，安全太郎に対する AEB の作動有無を確認した．ま

た，最高速度標識に対するTSRの作動有無と作動位置を

確認した．実験は，西日本高速道路株式会社が管理する

川西 ICのバックヤードにて，2022年10月27日，同28
日に実施した．ここには幅員3.5m，距離約120mの片側

二車線コースがある（図4）．1日目にはA社とB社の車

両を，2日目には B社と C社の車両を用いて実施した．

また，本実験では，図5に示す通り，片側三車線を想定

し走行した．なお，第三走行車線の進行方向右側には区

画線が描けないため，ラバーコーンを設置した． 

 

 

図4 川西 ICバックヤード ※Googleマップより作成 

 

 

図5 三車線想定図 ※Googleマップより作成 

  

図3 工事規制区間始端部の規制材設置例 
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3.2 走行条件 

実験コースは，図6に示す通り，加速ゾーン，検知ゾ

ーン，減速ゾーンに区分した． 

 

 

図6 実験コース ※Googleマップより作成 
 

(1)安全太郎に対するAEB作動確認実験の走行条件 
安全太郎は減速ゾーン末端の第二走行車線中央に設

置した．実験車両は同じく第二走行車線を走行し，減速

ゾーンで減速して安全太郎を回避した．安全太郎に安全

ベストを着用させない場合と着用させた場合（図 7）の

走行実験を実施した．安全ベストには反射材が用いられ

ており，ミリ波レーダーによって検出しやすくなると考

えた． 

 

 

図7 安全ベスト装着時の様子 

 

(2)最高速度標識に対するTSR作動確認実験の走行条件 

最高速度標識の設置角度は，国土交通省が定める道路

標識設置基準 14)では，道路に対して正対（0 度）から斜

め（反時計回り45度）までと定められており，幅を持っ

た基準となっている．そこで，本実験では道路に対して

標識を正対させて設置する場合に加えて，15 度，30 度，

45 度に傾けて設置した場合に対して TSR 作動確認実験

を実施した．ここでは 3.1 で述べた三つの車線それぞれ

で走行実験を実施した．最高速度標識は検知ゾーン末端

の進行方向左側の路側帯に設置した．加えて，最高速度

標識を第二走行車線中央に道路に対して正対させて設置

した場合の走行実験を実施した．さらに，実験2日目の

みであるが，進行方向右側の路側帯に最高速度標識を設

置した場合の実験も実施した．ここでは，第一，第二走

行車線を用いた実験とし，第二走行車線路側帯に標識を

設置した．標識の設置角度は左側路側帯に設置した場合

と同様に，正対，15 度，30 度，45 度に傾けるが，自車

両から見えやすくなる向きに傾けるため，左側設置の場

合と異なり，時計回りに傾けた． 

 

3.3 実験手順 

実験は運転者 1名と記録員 2名の計 3名で実施した．

まず実験車両に運転者と記録員1名が乗車し，記録員は

ビデオカメラで実験車両のディスプレイを撮影し，

ADASの作動有無をシートに記録する．もう1名の記録

員は車外のコースを俯瞰できる位置から実験車両をビデ

オカメラで撮影する．運転者は，START地点から発進し，

検知ソーン開始地点で約 50km/h の速さに到達するよう

に加速ゾーンで加速する．検知ゾーンではアクセル・ブ

レーキ操作をせずに走行する．減速ゾーンではブレーキ

を踏み込んで減速し，安全太郎や最高速度標識が道路上

に設置されている場合は，衝突しないようハンドル操作

を行って回避する．そして，実験コース奥にある空きス

ペースで Uターンして，実験コースを逆走し START地
点に戻る．ここまでの走行を1試行とし，各走行条件に

対して3試行ずつ走行実験を実施した．ADASの作動位

置は車内と車外から撮影した映像を時刻同期させること

で測定した． 

 

3.4 実験結果 

(1)安全太郎に対するAEB作動確認実験の結果 
安全太郎に安全ベストを着用させない場合と安全ベ

ストを着用させた場合のいずれの場合においても，A社，

B社，C社の車両は安全太郎に対してAEBが作動しなか

った． 

(2)最高速度標識に対するTSR作動確認実験の結果 
TSR の作動位置は図8，図9に示す通りである．標識

より手前で作動した場合を負で，奥で作動した場合を正

で表している．また，最高速度標識を左側路側帯に45度
傾けて設置した場合の C 社の車両の第二走行車線 3 試
行，および，右側路側帯に45度傾けて設置した場合のC
社の車両の第一走行車線1試行と第二走行車線1試行は，

走行中に実験コース傍にある建物の影が入り，ビデオカ

メラのピントがディスプレイから外れたため表示を読み

取ることができなかった．そのため，グラフに記録がな

いが，記録シートよりTSRは正常に作動していた．上記

以外で記録がないものは，TSRが作動しなかったことを

示している． 

グラフより，いずれの車両も最高速度標識の約15m前
後の内でTSRが作動することを把握した．また，標識の

設置角度によってグラフの傾向にほぼ違いがみられなか

った．なお，最高速度標識を車線中央に設置した場合は，

いずれの車両も標識手前ではTSRは作動せず，実験車両

が減速し，設置した標識を迂回して横切るときにTSRが

作動した. 
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3.5 考察 

(1)安全太郎に対するAEB作動確認実験の考察 
反射材を素材とする安全ベストを着用した安全太郎

は，ミリ波を十分に反射するため，ミリ波レーダーによ

る検知は可能だと推測できる．つまり，カメラの画像処

理によって安全太郎を人として識別しなかった可能性が

高いと推察される．原因として以下のことが考えられる． 

・ 安全太郎に凹凸がない 

・ 体に影が掛からない 

・ 手を挙げているが，それ以外の動作が無い 

2点目までは，従来の安全太郎（図1）であれば，要件を

満たしているため，従来の安全太郎を用いた確認実験が

必要である． 

(2)最高速度標識に対するTSR作動確認実験の考察 
A 社と C 社の車両は標識から遠い車線走行時に TSR

の作動が早くなる傾向にある．これは，車載カメラが最

高速度標識を捉えなくなった後に TSR が作動する仕様

だと考えると説明することができる（図 10）．この考え

に基づけば，最高速度標識を車線中央に設置した場合，

迂回中の標識を横切るときに TSR が作動したことも説

明可能である．また，第一走行車線走行時において，す

べてのメーカーの車両で最高速度標識通過後に TSR が

作動していることから，カメラが標識を捉えなくなって

からTSRが作動するまでに若干の遅れが生じる，あるい

は遅れを生じさせていることが推察される． 

 

 
この考察が正しいと仮定して，工事規制区間始端部で

の走行について簡単な評価計算を行った．計算にあたっ

て，以下の事項も仮定した． 

・ 工事規制区間始端部上流に設置された 80km/h 最高

速度標識を通過する時の速度は100km/h． 

・ 通過後,標識情報がディスプレイに表示されるまで

に1秒の遅れが生じる． 

・ 表示を見て減速行動に移るまでの知覚反応時間を

2.5秒 15)とする． 

・ エンジンブレーキによる大変緩やか減速を想定し，

減速度を0.05Gとする． 

よって，80km/hに減速するまでの走行距離の合計は， 

 

27.8𝑚 𝑠⁄ × 3.5𝑠 +
(27.8𝑚 𝑠⁄ )! − (22.2𝑚 𝑠⁄ )!

2 × 0.05 × 9.8𝑚 𝑠!⁄ = 380.7𝑚 

 

となった．図3の工事規制材設置例によると，80km/h最
高速度標識から60km/h最高速度標識に至るまでに500m
の間隔が取られており，計算結果の 380.7m に対して十

分な距離が確保されていることが確認できた．また，そ

れぞれの区間について同様に計算し，すべての設置間隔

が計算した走行距離よりも大きいことを把握した（表1）．
よって，図3の最高速度標識の設置間隔は，TSRによっ

て最高速度標識を確認し減速するのに十分な距離がある

といえる．  

図8 最高速度標識（左側）に対するTSR作動位置 

図9 最高速度標識（右側）に対するTSR作動位置 図10 TSR作動のイメージ図 

第43回交通工学研究発表会論文集（研究論文）
（受理日：2023年5月12日）

- 234 -



表1 最高速度標識の設置間隔と走行距離 

 

 

しかしながら，車種によってはTSRによる最高速度標

識の表示面積は小さく，運転者への情報提供能力が懸念

される．そこで，高速道路本線上での設置事例は無いが，

今後の検討材料を得ることを目的として，他の道路標識

に対する TSR 作動確認実験を追加で実施することとし

た．また，図10は筆者らの推察であるが，少なくとも今

回の結果から，カメラによる最高速度標識の検知とTSR
の作動が同時に起きていない可能性が伺える．そこで，

追加実験では，カメラの検知性能の把握もねらいの一つ

とする． 

 
４．TSR作動確認追加実験 
 

4.1 実験概要 

3章の実験で使用したA社，B社，C社の車両を用い

て走行実験を実施した．具体的には，注意・警告の意味

合いが強い進入禁止標識と一時停止標識に対する TSR
の作動有無と作動位置を確認した．実験は，積水樹脂株

式会社が所有している性能確認試験走路「道夢道」16)に

て，2022年11月21日に実施した．この走路は約60mの

カーブ区間と約 160m の直線区間で構成された片側一車

線の道路となっている（図 11）．本実験では，直線部分

のみを実験に使用した． 

 

 

図11 性能確認試験走路「道夢道」 

 

4.2 走行条件と実験手順 

実験コースは，図12に示す通り，加速ゾーン，検知ゾ

ーン，減速ゾーンに区分した． 

 

 

図12 実験コース ※Googleマップより作成 

(1)進入禁止標識に対するTSR作動確認実験の走行条件 
進入禁止標識を検知ゾーン末端の進行方向左側路側

帯に道路に対して正対（0 度）させて設置し，TSR の作

動有無と作動位置を確認した．次に，進入禁止標識を検

知ゾーン末端の車線中央に道路に対して正対させて設置

し，TSRの作動有無と作動位置を確認した． 

(2)一時停止標識に対するTSR作動確認実験の走行条件 
一時停止標識を検知ゾーン末端の進行方向左側路側

帯に設置した．また，道路に対して標識を正対させる場

合に加えて，15度，30度，45度に傾けて設置し，TSRの

作動有無および作動位置を確認した．次に，一時停止標

識を検知ゾーン末端の車線中央に道路に対して正対させ

て設置し，TSRの作動有無と作動位置を確認した． 

(3)実験手順 

以上の条件の下，3.3項の実験手順と同様に実施した． 

 

4.3 実験結果 

(1)進入禁止標識に対するTSR作動確認実験の結果 
進入禁止標識を進行方向左側路側帯に設置した場合，

また，車線中央に設置した場合のいずれについても，全

ての車両でTSRが作動しなかった．そこで，実験コース

の反対車線に設置されている ETC ゲートの後方に進入

禁止標識を設置し，車線を逆走して反応を確認した（図

13）．これは，高速道路に逆走して進入することを想定し

ており，TSRが作動することが望ましい条件である．し

かしながら，TSRが作動し警告を出したのはA社の車両

のみであった． 

(2)一時停止標識に対するTSR作動確認実験の結果 
A社と B社の車両は TSR が作動したが，C社の車両

は反応を示さなかった．TSR の作動位置は図 14 の通り

である．標識より手前で作動した場合を正で表している．

なお，設置角度 15 度の B社の走行実験 3施行のうちの

1施行が反応を示さなかった． 

 

 

図13 ETCゲート逆走方向に進入禁止標識設置 
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図14 一時停止標識に対するTSR作動位置 

 

4.4 考察 

(1)進入禁止標識に対するTSR作動確認実験の考察 
実験結果から，限られた条件下でのみTSRが作動する

ことが判明した．ETCゲートに進入禁止標識を設置した

とき，A社の車両で TSR が作動したが，これは ETCゲ
ートという環境が変化する地点があり，その地点から進

入禁止であることが認識しやすいため，TSRが作動した

可能性が推測される．いずれにしても，進入禁止標識は

TSRが検知する道路標識の中で最も注意・警告の意味合

いが強く，誤認識をできる限り減らそうとする仕様とな

っていることが確認できた． 

(2)一時停止標識に対するTSR作動確認実験の考察 

A社の車両は標識から約 50～70m手前で TSR が作動

し，B社の車両は約 5～15m手前で作動している．カメ

ラとレーダーの性能差によって上記の差が生じるとは考

えにくく，標識の検知とTSRの作動が同時に起きない場

合があるということが確認できた．また，A社の車両で

は，3.4(2)で述べた最高速度標識に対する結果と異なり，

標識を傾ける（正面から標識を識別しづらくする）ほど

TSRの作動が遅れていることから，一時停止標識を識別・

検知した時点で TSR が作動した可能性が高い．ここで，

A 社の車両の検知可能な最大距離だと思われる 70m と

いう距離について考察した．100km/h走行時に70mを走

行するのにかかる時間は 2.52秒である．この時間は 2.5
秒とされる運転者の知覚反応時間 15)を上回る．一時停止

標識が高速道路上に設置されることはないが，標識検知・

情報提供性能のポテンシャルを伺える結果となった． 

ここで，一時停止標識の設置角度とA社の車両のTSR
作動位置との関係を図16に示した．グラフより，0度と

15度では検知距離約70mで変わらず，30度，45度に傾

けると，約10.0mずつ短くなっていることが見て取れる．

このことから，15度までであれば傾けても標識の識別に

支障をきたさないと推測できる．また，左右対称性を考

慮すると，車両の進行方向に対して標識の設置角度を-15
～15度までに設置することで，車載カメラの性能を確保

可能だと考えられる．よって，実際に道路に標識を設置

する場合は，道路線形を考慮して標識の設置角度を調整

することが求められる．図17はそのイメージ図である．

直線や右カーブの場合は基本通り進行方向の左側路側帯

に反時計回りに傾けて設置し，車両から見て標識の設置

角度が-15～15度の間となるように設置する．なお，15度
以上傾けて設置する必要がある左カーブの場合には，標

識を時計回りに傾ける必要があるが，左側路側帯に時計

回りに傾けて設置した場合，運転者が標識を視認しづら

くなり，また，道路標識設置基準14)に反することとなる．

よって，図 17 の通り，進行方向右側路側帯に時計回り

に傾けて設置することが求められる． 

 

 
図16 標識設置角度と検知距離の関係（A社） 

 

 

図17 カーブ別標識設置角度 

 

５．おわりに 

本研究では，実車を用いた走行実験を実施し，ADAS
作動条件の確認，比較を試みた．以下に，本研究で得ら

れた成果を示す． 

・ 現行の安全太郎に対して AEB が作動しないことが

判明した．カメラの画像処理によって識別できなか

った可能性が考えられる． 
・ TSR によって最高速度標識を問題なく認識できる

ことを把握した．また，最高速度標識がカメラの撮

影範囲から外れた後に TSR が作動する仕様である

第43回交通工学研究発表会論文集（研究論文）
（受理日：2023年5月12日）

- 236 -



ことが示唆された．なお，その仕様を考慮した場合

においても，現行の工事規制区間始端部に設置され

ている最高速度標識の設置間隔が十分確保されて

いることを確認した． 
・ 進入禁止標識に関して，逆走対策を模した設置など

特定の条件下でのみ TSR が作動する仕様となって

いることを把握した． 
・ 現行の車載カメラ性能と TSR により，知覚反応時

間を上回る余裕を持って，標識情報を表示できるこ

とを確認した．また，車載カメラ性能を確保するた

めに，車両の進行方向に対して標識の設置角度を-
15～15 度までに設置する必要があることが示唆さ

れた．そして，15度以上傾けて設置する必要がある

左カーブの場合には，進行方向右側路側帯に時計回

りに傾けて設置する必要があることが示唆された． 
今後の課題として，試行数を増やすと同時に AEB 作

動条件を満たす可能性のある旧タイプの安全太郎に対し

て実験を実施する必要がある．また，本研究で実験対象

外とした夜間や悪天候時の挙動を把握する必要がある． 
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